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特別養護老人ホーム第二明光園契約書 
 

入所者（以下、「利用者」といいます）と特別養護老人ホーム第二明光園（以下、「事業者」とい

います）は、事業者が利用者に対して行う介護老人福祉施設サービスについて、次のとおり契約し

ます。 

 

第１条（契約の目的） 

事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、介護老人福祉施設サービスを提 

供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。 

 

第２条（契約期間） 

１ この契約の契約期間は令和  年  月  日から利用者の要介護認定の有効期間の満了日ま 

でとします。 

２ 契約満了日の３０日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がな 

い場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要介護者（要介護３～要介護５）と認定された場合、 

契約は更新されるものとします。また、要介護認定の更新で要介護１又は２と認定され、特例入 

所の要件に該当した場合、契約は更新されるものとします。 

 

第３条（施設サービス計画） 

事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に行わせます。 

① 利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、介護福祉施設 

サービスの目標およびその達成期間、サービスの内容、サービスを提供する上での留意 

点等を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。 

② 必要に応じて施設サービス計画を変更します。 

③ 施設サービス計画の作成および変更に際してはその内容を利用者に説明します。 

 

第４条（介護保険給付対象サービス） 

１ 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、施設において、利用者に対して、入浴、排泄、 

食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康 

管理及び療養上の世話を提供するものとします。 

２ 前項の費用の額は【契約書別紙】に記載したとおりとします。 

 

第５条（介護保険給付対象外サービス） 

１ 事業者は契約者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。 

一 食事の提供 

二 居住の提供 

三 特別な食事の提供 

四 利用者に対する理美容サービス 

五 別の定めに従って行う利用者の貴重品管理 

六 事業者が提供する以外の物品あるいは食品等 

２ 前項のサービスの費用負担が必要なものについては、その利用料金は契約者等が負担するもの 

とします。 

３ 第１項の費用の額は【契約書別紙】に記載したとおりです。 

４ 事業者は第１項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて利用者の家族等に対し 

てもわかりやすく説明するものとします。 

 



第６条（料金） 

１ 利用者は、サービスの対価として【契約書別紙】に定める利用単位毎の料金をもとに計算され 

た月ごとの合計額を支払います。 

２ 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月１０日までに利用者に通知しま 

す。 

３ 利用者は、当月の料金の合計額を翌月末日までに（       の方法で）支払います。 

４ 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を発行します。 

５ 利用者は、振込の方法で支払う場合、手数料は利用者負担とします。 

 

第７条（利用料金の変更） 

１ 利用者の要介護状態の区分に変更があった場合【契約書別紙】に記載された額に変更すること 

とします。 

２ 利用者の経済的事情の変化により、負担額認定等に変更があった場合は、介護保険法令等関係 

諸法令の趣旨に従い、利用料金を変更するものとします。 

３ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない理由がある場合、事業者は、当該介護保険給付対象 

外サービス利用料金を相当な額に変更することができます。 

４ 介護保険法令等関係諸法令の改正があった場合は、その内容に応じた額に変更するものとしま 

す。 

５ 前３項、前４項の変更があった場合は、契約者に事前に通知するものとします。 

６ 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。 

 

第８条（要介護認定の申請に係る援助） 

１ 事業者は、利用者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。 

２ 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定の申請を利用者に代わって行います。 

 

第９条（サービスの提供の記録） 

１ 事業者は、介護老人福祉施設サービスの提供に関する記録を作成することとし、これをこの契 

約終了後２年間保管します。 

２ 利用者は、１０時から１７時の間に会議室にて、当該利用者に関する第１項のサービス実施記 

録を閲覧できます。 

３ 利用者は、当該利用者に関する第１項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができ 

ます。 

 

第１０条（契約の終了） 

１ 利用者は、事業者に対して（３０日間の予告期間をおいて）文書で通知することにより、この 

契約を解約することができます。 

２ 次の事由に該当した場合、事業者は、利用者に対して、７日間の予告期間をおいて文書で通知 

することにより、この契約を解約することができます。 

① 利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよ 

う催告したにもかかわらず７日間以内に支払われない場合 

② 利用者が病院または診療所に入院し、明らかに 3 ヶ月以内に退院できる見込みがない場合 

または入院後３ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合 

③ 利用者が、事業者やサービス従業者または他の入所者に対して、この契約を継続し難いほ 

どの背信行為を行った場合 

④ やむを得ない事情により施設を閉鎖または縮小する場合 

 



３ 利用者が要介護認定の更新で非該当（自立）または要支援と認定された場合、所定の期間の経 

過をもってこの契約は終了します。また、要介護認定の更新で要介護１又は２と認定され、特 

例入所の要件に該当しない場合、所定の期間の経過をもってこの契約を終了します。 

４ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

① 利用者が他の介護保険施設に入所した場合 

② 利用者が死亡した場合 

 

第１１条（退所時の援助） 

事業者は、契約が終了し利用者が退所する際には、利用者およびその家族の希望、利用者が退 

所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な対処のために必要な援助を行います。 

 

第１２条（秘密保持） 

１ 事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族 

に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

２ 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業者等に対し、利用者の 

個人情報を提供しません。 

 

第１３条（賠償責任） 

事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・ 

身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。 

 

第１４条（身体拘束の制限） 

事業者は、サービス提供にあたり、利用者または他の入所者等の生命または身体を保護するた 

め緊急やむを得ない場合を除き、車椅子やベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型手袋 

をつける、腰ベルトやＹ字型抑制帯をつける、介護衣（つなぎ）を着せる、車椅子テーブルをつ 

ける、ベッド柵を４本つける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法に 

よる身体的拘束を行いません。 

 

第１５条（連絡義務） 

事業者は、利用者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速 

やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な処置を行います。 

 

第１６条（相談・苦情対応） 

事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の整備またはサービスに 

関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。 

 

第１７条（本契約に定めのない事項） 

１ 利用者および事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。 

２ この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、 

双方が誠意を持って協議のうえ定めます。 

 

第１８条（裁判管轄） 

この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管 

轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。 

 

 



上記の契約を証するため、本書２通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、１通ずつ保有す

るものとします。 

 

契約締結日 令和  年  月  日 

 

契約者氏名 

 事業者 

〈事業者名〉 特別養護老人ホーム 第二明光園（群馬県、１０７２０００１４２号） 

〈住所〉   群馬県前橋市樋越町１９番地１ 

〈管理者名〉 浅野 春仁        印 

 

 

利用者 

〈住所〉 

 

〈氏名〉              印 

 

（代理人） 

〈住所〉 

 

〈氏名〉              印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【契約書別紙】 

 

○ 担当者（生活相談員） 

       氏名 中村 順 

 

○ サービスの内容 

居室 

基本的には定員４名の居室になります。 

 

食事 

朝食  ７：３０～ ８：３０ 

昼食 １１：３０～１２：４０ 

夕食 １７：３０～１８：３０ 

原則、食堂にておとりいただきます。 

 

入浴 

週に最低２回入浴していただけます。 

ただし、状態に応じ、特別浴または清拭となる場合があります。 

 

介護 

施設サービス計画に沿って下記の介護を行います。 

着替え、排泄、入浴、食事、口腔清潔等の介助 

おむつ交換、体位変換、シーツ交換、施設内の移動の付添い等 

 

機能訓練 

第二明光園の廊下にて機能訓練を行います。 

 

生活相談 

常勤の生活相談員に、介護以外の日常生活に関することも含め相談できます。 

 

健康管理 

医師や看護職員が健康管理を行います。 

 

特別食の提供 

ご希望の方は、前日までに栄養士にご相談ください。 

要した費用の実費をいただきます。 

 

理美容サービス 

当施設では、３ヶ月に 2 回程度移動散髪業者に理美容サービスを依頼しており、 

利用された場合は要した費用の実費を業者へ支払っていただきます。 

 

行政手続代行 

行政手続きの代行を施設にて受け付けます。ご希望の際には生活相談員にお申し 

出ください。ただし、手続きに係る経費はその都度お支払いいただきます。 

 

 



日常費用支払代行 

介護以外の日常生活にかかる諸費用に関する支払代行を申し込むことができます。 

サービスご利用に際しては別途「日常費用支払代行契約書」の締結が必要となり 

ます。 

 

所持品の保管 

居室のスペースに置くことのできない所持品を収納庫にて預かります。 

ただし、預けることのできる所持品の種類や体積に制限があります。 

詳しくはご相談下さい。 

 

レクリエーション 

当施設では、年間誕生会・敬老会等季節に合わせた行事を行います。 

行事によっては別途参加費がかかるものもございます。詳しくは毎月の月間予定 

表をご覧ください。 

 

○利用料金 

①基本料金 

・介護保険給付対象サービス費 

・介護度別介護サービス費 

 １日あたりの給付単位数 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

５８９単位／日 

６５９単位／日 

７３２単位／日 

８０２単位／日 

８７１単位／日 

      ※1 単位 10 円 

・加算 

施設の体制に関する加算 

日常生活継続支援加算 ３６単位／日 

準ユニットケア加算 ５単位／日 

若年性認知症入所者受入加算 １２０単位／日 

常勤医師配置加算 ２５単位／日 

精神科医療養指導加算 ５単位／日 

障害者生活支援体制加算(Ⅰ) ２６単位／日 

障害者生活支援体制加算(Ⅱ) ４１単位／日 

看護体制の加算 

看護体制加算(Ⅰ) ６単位／日 

看護体制加算(Ⅱ) １３単位／日 

夜勤職員配置加算(Ⅰ)(Ⅱ) ２２単位／日 

夜勤職員配置加算(Ⅲ)(Ⅳ) ２８単位／日 

外泊時費用 ２４６単位／日 

外泊時在宅サービス利用費用 ５６０単位／日 

初期・連携時の加算 

初期加算 ３０単位／日 

再入所時栄養連携加算 ７０単位／日 



退所前訪問相談援助加算 ４６０単位／回 

退所後訪問相談援助加算 ４６０単位／回 

退所時相談援助加算 ４００単位／回 

退所前連携加算 ５００単位／回 

退所時情報提供加算 ２５０単位／回 

協力医療機関連携加算 

相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受

け入れる体制を確保している協力医療機関と連携して

いる場合 

５０単位／月 

上記以外の協力医療機関と連携している場合 ５単位／月 

栄養・口腔関連の加算 

栄養マネジメント強化加算 １１単位／回 

経口移行加算 ２８単位／回 

経口維持加算(Ⅰ) ４００単位／月 

経口維持加算(Ⅱ) １００単位／月 

口腔衛生管理加算(Ⅰ) ９０単位／月 

口腔衛生管理加算(Ⅱ) １１０単位／月 

療養食加算 ６単位／回 

送迎加算 

特別通院送迎加算 ５９４単位／月 

配置医師緊急時対応加算 

配置医師の勤務時間外の場合 ３２５単位／回 

早朝・夜間の場合 ６５０単位／回 

深夜の場合 １３００単位／回 

緊急対応・看取り関連の加算 

看取り加算(Ⅰ) 死亡日前 31 日以上 45 日以下 ７２単位／日 

看取り加算(Ⅰ) 死亡日前 4 日以上 30 日以下 １４４単位／日 

看取り加算(Ⅰ) 死亡日前日及び前々日 ６８０単位／日 

看取り加算(Ⅰ) 死亡日 １２８０単位／日 

看取り加算(Ⅱ) 死亡日以前 31 日以上 45 日以下 ７２単位／日 

看取り加算(Ⅱ) 死亡日以前 4 日以上 30 日以下 １４４単位／日 

看取り加算(Ⅱ) 死亡日以前日及び前々日 ７８０単位／日 

看取り加算(Ⅱ) 死亡日 １５８０単位／日 

在宅復帰関連の加算 

在宅復帰支援機能加算 １０単位／日 

在宅・入所相互利用加算 ４０単位／日 

認知症対応関連の加算 

認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位／日 

認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位／日 

認知症チームケア推進加算(Ⅰ) １５０単位／月 

認知症チームケア推進加算(Ⅱ) １２０単位／月 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００単位／日 

自立支援・重度化防止関連の加算 

生活機能向上連携加算(Ⅰ) １００単位／月 



生活機能向上連携加算(Ⅱ) ２００単位／月 

個別機能訓練加算(Ⅰ) １２単位／日 

個別機能訓練加算(Ⅱ) ２０単位／月 

個別機能訓練加算(Ⅲ) ２０単位／月 

ADL 維持等加算(Ⅰ) ３０単位／月 

ADL 維持等加算(Ⅱ) ６０単位／月 

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) ３単位／月 

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) １３単位／月 

褥瘡マネジメント加算(Ⅲ) １０単位／月 

排泄支援加算(Ⅰ) １０単位／月 

排泄支援加算(Ⅱ) １５単位／月 

排泄支援加算(Ⅲ) ２０単位／月 

排泄支援加算(Ⅳ) １００単位／月 

自立支援促進加算 ２８０単位／月 

LIFEへのデータ提出の加算 

科学的介護推進体制加算(Ⅰ) ４０単位／月 

科学的介護推進体制加算(Ⅰ) ５０単位／月 

安全対策の加算 

安全対策体制加算 ２０単位／回 

高齢者施設等感染対策の加算 

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) １０単位／月 

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) ５単位／月 

新興感染症等施設療養費 ２４０単位／回 

生産性向上の加算 

生産性向上推進体制加算(Ⅰ) １００単位／月 

生産性向上推進体制加算(Ⅱ) １０単位／月 

サービス提供体制加算 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ２２単位／日 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) １８単位／日 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位／日 

各種減算 

夜勤を行う職員の勤務条件を満たさない場合 97/100 

入所者の数が入所定員を超える場合 70/100 

介護・看護職員又は介護支援専門員の員数が基準に満た

ない場合 
70/100 

常勤のユニットリーダーをユニットごとに配置してい

ない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 
97/100 

身体拘束廃止未実施減算 －10/100 

高齢者虐待防止措置未実施減算 －1/100 

業務継続計画未策定減算 －3/100 

栄養管理の基準を満たさない場合 －14 単位／日 

処遇改善加算 



 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

請求単位数（介護職員等特定処遇改善加算・介

護職員等ベースアップ等支援加算を除

く）の１０００分の８３に相当する額 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

請求単位数（介護職員等特定処遇改善加算・介

護職員等ベースアップ等支援加算を除

く）の１０００分の６０に相当する額 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

請求単位数（介護職員等特定処遇改善加算・介

護職員等ベースアップ等支援加算を除

く）の１０００分の３３に相当する額 

 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

請求単位数（介護職員処遇改善加算・介護職員

等ベースアップ等支援加算を除く）の１

０００分の２７に相当する額 

 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

請求単位数（介護職員処遇改善加算・介護職員

等ベースアップ等支援加算を除く）の１

０００分の２３に相当する額 

 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

請求単位数（介護職員処遇改善加算・介護職員特

定処遇改善加算を除く）の１０００分の１６に

相当する額 

 

※前橋市は７級地に該当するため、介護給付費総請求単位に１０．１４を乗じた単位を介護給付 

単位とする。 

※自己負担額は、上記介護給付単位の自己負担割合に応じた額とする。 

 

・介護保険対象外サービス利用料金 

・食費、居住費（日額） 

 食 費 居住費 

第一段階 ￥  ３００ ￥   ０ 

第二段階 ￥  ３９０ ￥ ３７０ 

第三段階① ￥  ６５０ ￥ ３７０ 

第三段階② ￥１，３６０ ￥ ３７０ 

第四段階 ￥１，４４５ ￥ ８５５ 

・管理費（日常費用支払い代行料） 

１日あたり ￥ １０ 

②その他 

特別食、行事参加費、等は別途料金がかかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○緊急時の対応 

体調の変化等、緊急の場合は下記に定める緊急連絡先に連絡します。 

緊急連絡先 

 
氏 名 

 

 

住 所 
 

 

電話番号 
 

 

続 柄 
 

 

○相談、要望、苦情等の窓口 

当施設のサービスに関する相談、要望、苦情等はサービス提供責任者か下記窓口までお申し出 

下さい。 

 

①当施設ご利用者相談・苦情担当 

担当部署：生活相談員 中村 順 

ＴＥＬ：０２７－２８３－３９１２（受付時間：月～金曜日 ８：３０～１７：３０） 

ＦＡＸ：０２７－２８３－３９６４ 

 

②その他（当施設以外に、県市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。） 

・前橋市役所 介護保険課 

〒３７１－８６０１ 群馬県前橋市大手町２丁目１２－１ 

ＴＥＬ：０２７－２２４－１１１１（代表番号） 

・群馬県国民健康保険団体連合会 

〒３７１－０８４６ 群馬県前橋市元総社町３３５－８ 介護保険課内 

ＴＥＬ：０２７－２９０－１３２３ 

ＦＡＸ：０２７－２５５－５０７７ 

 

事業者 

〈事業者名〉 特別養護老人ホーム 第二明光園（群馬県、１０７２０００１４２号） 

 

〈住所〉   群馬県前橋市樋越町１９番地１ 

 

〈管理者名〉 浅野 春仁        印 

 

 

上記内容の説明を受け、了承しました。 

 

令和  年  月  日 

 

〈利用者氏名〉                  印 

 

 

〈代理人氏名〉                  印 



介護老人福祉施設重要事項説明書 
 

１．当施設が提供するサービスについての相談窓口 

 

ＴＥＬ：０２７－２８３－３９１２（午前８時３０分～午後５時３０分まで） 

ＦＡＸ：０２７－２８３－３９６４（２４時間） 

※ご不明な点は、なんでもおたずねください。 

 

２．特別養護老人ホーム 第二明光園の概要 

 

（１）提供できるサービスの種類 

施設名称 特別養護老人ホーム 第二明光園 

所在地 群馬県前橋市樋越町１９番地１ 

介護保険指定番号 介護老人福祉施設（群馬県１０７２０００１４２） 

 

（２）同施設の職員体制（令和６年４月１日 現在） 

職 種 常勤 非常勤 計 備 考 

管理者 １ 名  １ 名  

事務員 １ 名  １ 名  

生活相談員 １ 名  １ 名  

計画担当介護支援専門員 １ 名  １ 名  

障害者支援専門員 １ 名  １ 名 介護職員１名 

介護職員 ２１ 名 ７ 名 ２８ 名  

看護職員 ２ 名 ３ 名 ５ 名  

機能訓練指導員 １ 名  １ 名 看護職員兼務 

医師  ２ 名 ２ 名 内科医、精神科医 

管理栄養士 １ 名  １ 名  

調理員 ５ 名 ６ 名 １１ 名  

 

（３）同施設の設備の概要 

居室（４人） １４部屋（１部屋４０．９２㎡） 浴室 特殊浴槽、一般浴槽（共用） 

居室（２人） １部屋（１部屋３２㎡） 洗濯室 ２（洗濯機・乾燥機） 

食堂 ４ 介護材料室 ２ 

医務室 １ 収納庫 １ 

静養室 ２ 霊安室 １ 

介護職員室 ２ 廊下 幅３メートル 

 

３．サービス内容 

 

①施設サービス計画の立案（包括的自立支援プログラム）、②食事、③入浴、④介護、 

⑤機能訓練、⑥生活相談、⑦健康管理、⑧特別食の提供、⑨理美容サービス、⑩行政手続代行、 

⑪日常費用支払代行、⑫所持品保管、⑬レクリエーション、等 

※詳細については別紙参照（ケアメニュー表） 

 

 



４．利用料 

 

○利用料金 

 

（１）基本料金 

 

・介護保険給付対象サービス費 

・介護度別介護サービス費 

 １日あたりの給付単位数 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

５８９単位／日 

６５９単位／日 

７３２単位／日 

８０２単位／日 

８７１単位／日 

 

・加算 

施設の体制に関する加算 

日常生活継続支援加算 ３６単位／日 

準ユニットケア加算 ５単位／日 

若年性認知症入所者受入加算 １２０単位／日 

常勤医師配置加算 ２５単位／日 

精神科医療養指導加算 ５単位／日 

障害者生活支援体制加算(Ⅰ) ２６単位／日 

障害者生活支援体制加算(Ⅱ) ４１単位／日 

看護体制の加算 

看護体制加算(Ⅰ) ６単位／日 

看護体制加算(Ⅱ) １３単位／日 

夜勤職員配置加算(Ⅰ)(Ⅱ) ２２単位／日 

夜勤職員配置加算(Ⅲ)(Ⅳ) ２８単位／日 

外泊時費用 ２４６単位／日 

外泊時在宅サービス利用費用 ５６０単位／日 

初期・連携時の加算 

初期加算 ３０単位／日 

再入所時栄養連携加算 ７０単位／日 

退所前訪問相談援助加算 ４６０単位／回 

退所後訪問相談援助加算 ４６０単位／回 

退所時相談援助加算 ４００単位／回 

退所前連携加算 ５００単位／回 

退所時情報提供加算 ２５０単位／回 

協力医療機関連携加算 

相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受

け入れる体制を確保している協力医療機関と連携して

いる場合 

５０単位／月 

上記以外の協力医療機関と連携している場合 ５単位／月 



栄養・口腔関連の加算 

栄養マネジメント強化加算 １１単位／回 

経口移行加算 ２８単位／回 

経口維持加算(Ⅰ) ４００単位／月 

経口維持加算(Ⅱ) １００単位／月 

口腔衛生管理加算(Ⅰ) ９０単位／月 

口腔衛生管理加算(Ⅱ) １１０単位／月 

療養食加算 ６単位／回 

送迎加算 

特別通院送迎加算 ５９４単位／月 

配置医師緊急時対応加算 

配置医師の勤務時間外の場合 ３２５単位／回 

早朝・夜間の場合 ６５０単位／回 

深夜の場合 １３００単位／回 

緊急対応・看取り関連の加算 

看取り加算(Ⅰ) 死亡日前 31 日以上 45 日以下 ７２単位／日 

看取り加算(Ⅰ) 死亡日前 4 日以上 30 日以下 １４４単位／日 

看取り加算(Ⅰ) 死亡日前日及び前々日 ６８０単位／日 

看取り加算(Ⅰ) 死亡日 １２８０単位／日 

看取り加算(Ⅱ) 死亡日以前 31 日以上 45 日以下 ７２単位／日 

看取り加算(Ⅱ) 死亡日以前 4 日以上 30 日以下 １４４単位／日 

看取り加算(Ⅱ) 死亡日以前日及び前々日 ７８０単位／日 

看取り加算(Ⅱ) 死亡日 １５８０単位／日 

在宅復帰関連の加算 

在宅復帰支援機能加算 １０単位／日 

在宅・入所相互利用加算 ４０単位／日 

認知症対応関連の加算 

認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位／日 

認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位／日 

認知症チームケア推進加算(Ⅰ) １５０単位／月 

認知症チームケア推進加算(Ⅱ) １２０単位／月 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００単位／日 

自立支援・重度化防止関連の加算 

生活機能向上連携加算(Ⅰ) １００単位／月 

生活機能向上連携加算(Ⅱ) ２００単位／月 

個別機能訓練加算(Ⅰ) １２単位／日 

個別機能訓練加算(Ⅱ) ２０単位／月 

個別機能訓練加算(Ⅲ) ２０単位／月 

ADL 維持等加算(Ⅰ) ３０単位／月 

ADL 維持等加算(Ⅱ) ６０単位／月 

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) ３単位／月 

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) １３単位／月 

褥瘡マネジメント加算(Ⅲ) １０単位／月 



排泄支援加算(Ⅰ) １０単位／月 

排泄支援加算(Ⅱ) １５単位／月 

排泄支援加算(Ⅲ) ２０単位／月 

排泄支援加算(Ⅳ) １００単位／月 

自立支援促進加算 ２８０単位／月 

LIFEへのデータ提出の加算 

科学的介護推進体制加算(Ⅰ) ４０単位／月 

科学的介護推進体制加算(Ⅰ) ５０単位／月 

安全対策の加算 

安全対策体制加算 ２０単位／回 

高齢者施設等感染対策の加算 

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) １０単位／月 

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) ５単位／月 

新興感染症等施設療養費 ２４０単位／回 

生産性向上の加算 

生産性向上推進体制加算(Ⅰ) １００単位／月 

生産性向上推進体制加算(Ⅱ) １０単位／月 

サービス提供体制加算 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ２２単位／日 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) １８単位／日 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位／日 

各種減算 

夜勤を行う職員の勤務条件を満たさない場合 97/100 

入所者の数が入所定員を超える場合 70/100 

介護・看護職員又は介護支援専門員の員数が基準に満た

ない場合 
70/100 

常勤のユニットリーダーをユニットごとに配置してい

ない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 
97/100 

身体拘束廃止未実施減算 －10/100 

高齢者虐待防止措置未実施減算 －1/100 

業務継続計画未策定減算 －3/100 

栄養管理の基準を満たさない場合 －14 単位／日 

処遇改善加算 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

請求単位数（介護職員等特定処遇改善加算・介

護職員等ベースアップ等支援加算を除

く）の１０００分の８３に相当する額 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

請求単位数（介護職員等特定処遇改善加算・介

護職員等ベースアップ等支援加算を除

く）の１０００分の６０に相当する額 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

請求単位数（介護職員等特定処遇改善加算・介

護職員等ベースアップ等支援加算を除

く）の１０００分の３３に相当する額 

 請求単位数（介護職員処遇改善加算・介護職員



介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 等ベースアップ等支援加算を除く）の１

０００分の２７に相当する額 

 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

請求単位数（介護職員処遇改善加算・介護職員

等ベースアップ等支援加算を除く）の１

０００分の２３に相当する額 

 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

請求単位数（介護職員処遇改善加算・介護職員特

定処遇改善加算を除く）の１０００分の１６に

相当する額 

 

※前橋市は７級地に該当するため、介護給付費総請求単位に１０．１４を乗じた単位を介護給付 

単位とする。 

※自己負担額は、上記介護給付単位の自己負担割合に応じた額とする。 

 

・介護保険対象外サービス利用料金 

・食費、居住費（日額） 

 食 費 居住費 

第一段階 ￥  ３００ ￥   ０ 

第二段階 ￥  ３９０ ￥ ３７０ 

第三段階① ￥  ６５０ ￥ ３７０ 

第三段階② ￥１，３６０ ￥ ３７０ 

第四段階 ￥１，４４５ ￥ ８５５ 

 

・管理費（日常費用支払い代行料） 

１日あたり ￥ １０ 

 

（２）その他 

特別食、行事参加費、等は別途料金がかかります。 

 

②理美容費 

１回あたり 要した費用の実費負担（業者に依頼した場合） 

カット ￥２，０００円  カット・カラー ￥５，０００円 

 

③行政手続代行費 

要した費用の実費負担して頂きます。 

 

④その他 

上記の他レクリエーション費用、買物サービスの費用、余事品預かり・保管などは自己 

負担になります。 

日常費用支払代行については別途資料をご覧ください。 

 

（３）基本料金の減免措置 

利用者負担には「介護費負担」「食費負担」「日常生活費負担」があります。 

低所得者で特に生計が困難である利用者に対して減免措置が受けられます。 

詳しくは職員にご相談ください。 

 



（４）支払方法 

毎月１０日までに前月分の請求を致しますので、１５日以内にお支払いください。 

お支払いいただきますと、領収証を発行します。 

お支払方法は、銀行振込、現金集金、口座自動引き落としの３通りの中からご契約の際 

に選べます。 

 

５．入退所の手続き 

 

（１）入所手続き 

まずは、お電話等でお申し込みください。居室に空きがあればご入所いただけます。 

入所と同時に契約を結び、サービスの利用を開始します。 

※職員にご相談ください。 

 

（２）退所手続き 

①利用者のご都合で退所される場合 

退所を希望する日の３０日前までにお申し出ください。 

 

②自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。 

・利用者が他の介護保険施設に入所した場合 

・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、自立又は要支援と 

認定されたとき。また、要介護１又は２と認定された者で、特例入所の要件に該当し 

ないと認められる場合。 

※この場合、所定の期間の経過をもって退所していただくことになります。 

・利用者がお亡くなりになった場合 

 

③その他 

・利用者が、サービス利用料金の支払を３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告した 

にもかかわらず７日以内に支払わない場合、または利用者やご家族などが当施設や当 

施設の従業員に対して本契約を契約し難いほどの背信行為を行った場合は、退所して 

いただく場合がございます。この場合、契約終了７日前までに文書で通知いたします。 

・利用者が病院または診療所に入院し、明らかに３ヶ月以内に退院できる見込みがない 

場合または入院後３ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合、文書で 

通知のうえ、契約を終了させていただく場合がございます。尚、この場合、退院後に 

再度入所を希望される場合は、お申し出ください。 

・やむを得ない事情により、当施設を閉鎖または縮小する場合、契約を終了し、対処し 

ていただく場合がございます。この場合、契約終了６０日前までに文書で通知いたし 

ます。 

 

６．当施設のサービスの特徴等 

 

（１）運営の方針 

利用者の一人ひとりのニーズを把握し本人の意思を尊重し可能な限り自立生活を保てる 

よう配慮すると共に人間性を失うことなく残存機能の保持増進を図り、できることは自分 

でしていただく励ましの援助を心がける。又生活空間の拡大を図るため園内外の行事に参 

加を促し健康的で明るく楽しい生活ができるよう努める。 



（２）サービス利用のために 

 

事 項 有無 備 考 

男性介護職員の有無 有 配置しています。 

従業者への研修の実施 有 随時、老施協・社協等主催の研修に派遣しています。 

サービスマニュアルの作成 有 ケアサービスメニュー表を作成しております。 

身体的拘束 無 緊急止むを得ない場合のみ、同意の上実施。 

その他   

 

（３）施設利用にあたっての留意事項 

・面会        ……原則として８：３０～２０：００、曜日等の指定は一切あり 

ません。（時間外の面会はお気軽にご相談ください） 

面会簿に所定事項を記入していただきます。 

・外出、外泊     ……前日にご連絡を頂ければいつでも外泊できます。 

外泊・外出許可証（目的地・予定期間等）が発行されます。 

・飲酒、喫煙     ……飲酒については職員にご相談ください。 

喫煙は指定の場所でのみ喫煙ができます。 

・設備、器具の利用  ……特別な設備・器具の利用をご希望の場合は、職員にご相談く 

ださい。本来の用法に従ってご利用ください。 

・金銭、貴重品の管理 ……別紙の管理規定をご覧ください。 

・所持品の持ち込み  ……別紙の入所ご案内をご覧ください。 

・施設外での受診   ……当施設の利用している病院以外で受診をご希望される場合は、 

対応しかねますのでご家族に付添をお願いします。 

・宗教活動、政治活動 ……当施設内での宗教・政治活動は禁止します。 

・ペット       ……原則として禁止します。 

 

７．入居する居室 

 

（１）居室の指定 

施設を利用するにあたって入居をされる棟や居室を指定することはできません。施設が指 

定した居室をご利用して頂きます。 

 

（２）居室の変更 

利用者の心身の状態等により、居室を変更することが適当とされる場合は、施設の判断で 

居室を移動することがあります。 

 

 

（３）静養室の利用 

居室で生活を送ることが困難な心身状態にある場合は、一時的に静養室を利用して頂く場 

合があります。 

 

 

 

 

 



８．緊急時の対応方法 

 

ご利用者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族 

の方に速やかに連絡いたします。 

緊急連絡先 

 
氏名 

 

 

住所 
 

 

電話番号 
 

 

続柄 
 

 

 

９．非常災害対策 

 

・防災時の対応 ……当施設の消防計画（消防署届出）にのっとり対応します。 

・防災設備   ……当施設は消防法に基づき火災報知機等設置済みです。 

年２回消防設備の総合点検を専門業者により行っています。 

・防災訓練   ……当施設の消防計画（消防署届出）にのっとり、年２回昼間および夜間想 

定を想定した避難訓練を、利用者の方も参加して実施します。 

・防火責任者  ……防火権原者 茂木泉（理事長） 

防火管理者 遠藤和久（副施設長） 

〈甲種防火管理〉 

・災害対策   ……非常時に備え非常食および水を３日間分以上常時確保しております。 

 

１０．サービス内容に関する相談・苦情 

 

① 当施設ご利用者相談・苦情担当 

担当部署：生活相談員 中村 順 

ＴＥＬ：０２７－２８３－３９１２（受付時間：月～金曜日 ８：３０～１７：３０） 

ＦＡＸ：２７－２８３－３９６４ 

 

②その他（当施設以外に、県市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。） 

・前橋市役所 介護保険課 

〒３７１－８６０１ 群馬県前橋市大手町２丁目１２－１ 

ＴＥＬ：０２７－２２４－１１１１（代表番号） 

・群馬県国民健康保険団体連合会 

〒３７１－０８４６ 群馬県前橋市元総社町３３５－８ 介護保険課内 

ＴＥＬ：０２７－２８９－１３２３ 

ＦＡＸ：０２７－２５５－５０７７ 

 

 

 

 



１１．当事業所の概要 

 

名称・法人種別           社会福祉法人 視覚障害者福祉会 

代表者役職・氏名          理 事 長   茂木 泉 

定款の目的に定めた事業       １，養護老人ホーム明光園の設置経営 

２，特別養護老人ホーム第二明光園の設置経営 

３，老人短期入所事業（明光園） 

４，老人短期入所事業（第二明光園） 

５，老人居宅介護等事業（明光園） 

６，その他これに付随する業務 

 

施設・拠点等            特別養護老人ホーム １カ所 

短期入所生活介護 １カ所 

養護老人ホーム １カ所 

生活管理指導短期宿泊 １カ所 

居宅介護支援事業所 １カ所 

 

 

１２．その他 

上記記載事項を含め重要事項については、介護保険法令等に基づき、当施設の玄関内に設 

置されている掲示板に随時掲示いたします。その他インターネットを利用する社会福祉・医 

療事業による指定事業者情報提供システム（ＷＡＭ ＮＥＴ）やホームページにより情報公 

開します。 

また、記載や公開されていない事項については、職員に申し出てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和  年  月  日 

 

 

介護老人福祉施設入所にあたり、利用者（家族等）に対して契約書および本書面に基づいて 

重要な事項を説明しました。 

 

 

事業者 

所在地  群馬県前橋市樋越町１９番地１ 

 

名 称  特別養護老人ホーム 第二明光園  印 

 

説明者  役職 

 

氏 名              印 

 

 

 

私は、契約書および本書面により、事業者から介護老人福祉施設についての重要事項の説明 

を受けました。 

 

利用者 

 

住 所 

 

氏 名              印 

 

（代理人） 

 

住 所 

 

氏 名              印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報保護法に対する基本方針 
 

社会福祉法人 視覚障害者福祉会（以下、「法人」という）は、利用者等の個人情報を適切に取り

扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考えます。 

当法人が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取扱いに努力するとともに、広く社

会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関

係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ることをここに宣言します。 

 

記 

 

１．個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、委託 

 （１）個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得し、 

利用目的を通知または講評し、その範囲内で利用します。 

 （２）個人情報の取得・利用・第三者提供にあたり、本人と家族の同意を得ることとします。 

 （３）法人が委託する医療・介護関係事業者は、業務の委託にあたり、個人情報保護法と 

ガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行う事業者を選定し、かつ秘密 

保持契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督をします。 

 

２．個人情報の安全性の確保の措置 

 （１）当法人は、個人情報の保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるために、個人 

情報保護法に関する規程類を整備し、必要な教育を継続的に行います。 

 （２）個人情報への不正なアクセス、個人情報の漏えい、滅失、またはき損の予防及び是 

正のため、当法人内において規程を整備し安全対策に努めます。 

 

３．個人情報の開示・訂正・更新・利用停止・削除等への対応 

  当法人は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削除等の申 

し出がある場合には、速やかに対応します。これらを希望される場合には、こちら（個人 

情報相談窓口電話０２７－２８３－３２５８）までお問い合わせください。 

 

４．苦情の処理 

  当法人は、個人情報取扱に関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。 

 

２００５年 ４月 １日施行 

社会福祉法人 視覚障害者福祉会 

理 事 長    茂 木  泉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報保護の利用目的 
 

 

養護盲老人ホーム明光園、特別養護老人ホーム第二明光園では、利用者の尊厳を守り安全管理に

配慮する個人情報保護方針の下、ここに利用目的を特定します。あらかじめ利用者本人の同意を得

ないで、必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはいたしません。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

１．施設内部での利用目的 

 （１）当施設が利用者等に提供する介護サービス等 

 （２）介護保険事務 

 （３）介護サービスの利用にかかる当施設の管理運営業務のうち次のもの 

    ・入退所などの管理 

    ・会計、経理 

    ・事故等の報告 

    ・当該利用者の介護・医療サービスの向上 

２．他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的 

 （１）当施設が利用者等に提供する介護サービス等のうち 

    ・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所 

等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

    ・その他の業務委託 

    ・利用者の診療等に当たり、外部の医師の意見・助言を求める場合 

    ・家族等への心身の状況説明 

 （２）介護保険事務のうち 

    ・保険事務の委託（一部委託含む） 

    ・審査支払い機関へのレセプトの提出 

    ・審査支払い機関又は保険者からの照会への回答 

 （３）損害賠償保険などに係わる保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

１．当施設内部での利用に係わる利用目的 

 （１）当施設の管理運営業務のうち次のもの 

    ・介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料 

    ・当施設等において行われる学生等の実習への協力 

    ・当施設において行われる事例研究 

    ・当施設における各種掲示物への掲載 

２．他の事業者等への情報提供に係わる利用目的 

 （１）当施設の管理運営業務のうち 

    ・外部監査機関への情報提供 

    ・当施設パンフレット並びに機関誌等への掲載 

 

２００５年 ４月 １日施行 

社会福祉法人 視覚障害者福祉会 

理 事 長    茂 木  泉 

 

 



個人情報保護に関する同意書 
 

 

社会福祉法人 視覚障害者福祉会 

理 事 長    茂木 泉 殿 

特別養護老人ホーム 第二明光園 

施 設 長    浅野 春仁殿 

 

 

 

 私は、貴施設の利用にあたり個人情報に関する法令、その他関連法令及び厚生労働省のガイドラ

インの趣旨を理解し、貴施設が定めている「個人情報保護法に対する基本方針」並びに「個人情報

保護の利用目的」の趣旨を理解した上で、下記事項に該当した時には、私の個人情報（氏名・写真

等）について、貴施設が取り扱うことに同意します。 

 

記 

 

１．施設パンフレット・機関誌等の発行をはじめとする広報活動 

 

２．施設内等に於ける各種掲示物への掲載 

 

３．関係事業所に対する本人及び家族の情報提供 

 

４．その他、施設長が必要と判断したとき 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

利 用 者 住 所： 

 

利 用 者 氏 名：                     印 

 

利用者ご家族住所： 

 

利用者ご家族氏名：                    印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日常費用支払い代行契約書 
 

 

 私       は、特別養護老人ホーム第二明光園 施設長を代理人として定め下記の事項を

委託します。 

 

委託事項 

 

１．介護給付対象サービスの負担金（介護保険負担割合証の割合に応じた額） 

２．国民健康保険税等の支払い、その他の諸税の支払い 

   医療費の支払い、市県民税の確定申告 

３．年金の受け取り、現状届けの手続き 

４．小遣いの引き出し・預け入れ 

５．介護保険給付対象外のサービスにかかる自己負担金の支払い 

   （食事代、居住費、特別食、理美容代、預かり金管理費、日常個人が負担すべき費用） 

 

 私は、上記に関する説明を事務所より受け了解しましたので、契約を締結します。 

 また、上記契約を証するため、本書２通作成し、利用者、事業者が署名押印の上、１通ずつ保有

するものとする。 

 

令和   年   月   日 

 

事業者氏名 

事業者名：特別養護老人ホーム 第二明光園（群馬県１０７２０００１４２号） 

住  所：群馬県前橋市樋越町１９－１ 

管 理 者：施 設 長  浅野 春仁 印 

 

利用者 

住  所： 

 

氏  名：                    印 

 

（代理者） 

住  所： 

 

氏  名：                    印 

 

 



ご利用料金の変更に伴う同意書 
 

令和 6 年度の介護保険改正に伴い、4 月 1 日よりご利用料金が以下の通り変更となりま

す。 

 

○利用料金 

①基本料金 

・介護保険給付対象サービス費 

・介護度別介護サービス費 

 １日あたりの給付単位数 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

５７３単位／日から５８９単位／日に変更 

６４１単位／日から６５９単位／日に変更 

７１２単位／日から７３２単位／日に変更 

７８０単位／日から８０２単位／日に変更 

８４７単位／日から８７１単位／日に変更 

      ※1 単位 10 円 

・加算 

※今回の制度改正により新たに追加・変更された加算 

施設の体制に関する加算 

日常生活継続支援加算 ３６単位／日 

準ユニットケア加算 ５単位／日 

若年性認知症入所者受入加算 １２０単位／日 

常勤医師配置加算 ２５単位／日 

精神科医療養指導加算 ５単位／日 

障害者生活支援体制加算(Ⅰ) ２６単位／日 

障害者生活支援体制加算(Ⅱ) ４１単位／日 

看護体制の加算 

看護体制加算(Ⅰ) ６単位／日 

看護体制加算(Ⅱ) １３単位／日 

夜勤職員配置加算(Ⅰ)(Ⅱ) ２２単位／日 

夜勤職員配置加算(Ⅲ)(Ⅳ) ２８単位／日 

外泊時費用 ２４６単位／日 

外泊時在宅サービス利用費用 ５６０単位／日 

初期・連携時の加算 

初期加算 ３０単位／日 

再入所時栄養連携加算 ７０単位／日 

退所前訪問相談援助加算 ４６０単位／回 

退所後訪問相談援助加算 ４６０単位／回 

退所時相談援助加算 ４００単位／回 

退所前連携加算 ５００単位／回 

退所時情報提供加算 ２５０単位／回 

協力医療機関連携加算 

相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入

院を受け入れる体制を確保している協力医療機関

と連携している場合 

５０単位／月 



上記以外の協力医療機関と連携している場合 ５単位／月 

栄養・口腔関連の加算 

栄養マネジメント強化加算 １１単位／回 

経口移行加算 ２８単位／回 

経口維持加算(Ⅰ) ４００単位／月 

経口維持加算(Ⅱ) １００単位／月 

口腔衛生管理加算(Ⅰ) ９０単位／月 

口腔衛生管理加算(Ⅱ) １１０単位／月 

療養食加算 ６単位／回 

送迎加算 

特別通院送迎加算 ５９４単位／月 

配置医師緊急時対応加算 

配置医師の勤務時間外の場合 ３２５単位／回 

早朝・夜間の場合 ６５０単位／回 

深夜の場合 １３００単位／回 

緊急対応・看取り関連の加算 

看取り加算(Ⅰ) 死亡日前 31 日以上 45 日以下 ７２単位／日 

看取り加算(Ⅰ) 死亡日前 4 日以上 30 日以下 １４４単位／日 

看取り加算(Ⅰ) 死亡日前日及び前々日 ６８０単位／日 

看取り加算(Ⅰ) 死亡日 １２８０単位／日 

看取り加算(Ⅱ) 死亡日以前 31 日以上 45 日以下 ７２単位／日 

看取り加算(Ⅱ) 死亡日以前 4 日以上 30 日以下 １４４単位／日 

看取り加算(Ⅱ) 死亡日以前日及び前々日 ７８０単位／日 

看取り加算(Ⅱ) 死亡日 １５８０単位／日 

在宅復帰関連の加算 

在宅復帰支援機能加算 １０単位／日 

在宅・入所相互利用加算 ４０単位／日 

認知症対応関連の加算 

認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位／日 

認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位／日 

認知症チームケア推進加算(Ⅰ) １５０単位／月 

認知症チームケア推進加算(Ⅱ) １２０単位／月 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００単位／日 

自立支援・重度化防止関連の加算 

生活機能向上連携加算(Ⅰ) １００単位／月 

生活機能向上連携加算(Ⅱ) ２００単位／月 

個別機能訓練加算(Ⅰ) １２単位／日 

個別機能訓練加算(Ⅱ) ２０単位／月 

個別機能訓練加算(Ⅲ) ２０単位／月 

ADL 維持等加算(Ⅰ) ３０単位／月 

ADL 維持等加算(Ⅱ) ６０単位／月 

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) ３単位／月 

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) １３単位／月 

褥瘡マネジメント加算(Ⅲ) １０単位／月 



排泄支援加算(Ⅰ) １０単位／月 

排泄支援加算(Ⅱ) １５単位／月 

排泄支援加算(Ⅲ) ２０単位／月 

排泄支援加算(Ⅳ) １００単位／月 

自立支援促進加算 ２８０単位／月 

LIFE へのデータ提出の加算 

科学的介護推進体制加算(Ⅰ) ４０単位／月 

科学的介護推進体制加算(Ⅰ) ５０単位／月 

安全対策の加算 

安全対策体制加算 ２０単位／回 

高齢者施設等感染対策の加算 

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) １０単位／月 

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) ５単位／月 

新興感染症等施設療養費 ２４０単位／回 

生産性向上の加算 

生産性向上推進体制加算(Ⅰ) １００単位／月 

生産性向上推進体制加算(Ⅱ) １０単位／月 

サービス提供体制加算 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ２２単位／日 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) １８単位／日 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位／日 

各種減算 

夜勤を行う職員の勤務条件を満たさない場合 97/100 

入所者の数が入所定員を超える場合 70/100 

介護・看護職員又は介護支援専門員の員数が基準

に満たない場合 
70/100 

常勤のユニットリーダーをユニットごとに配置し

ていない等ユニットケアにおける体制が未整備で

ある場合 

97/100 

身体拘束廃止未実施減算 －10/100 

高齢者虐待防止措置未実施減算 －1/100 

業務継続計画未策定減算 －3/100 

栄養管理の基準を満たさない場合 －14 単位／日 

処遇改善加算 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

請求単位数（介護職員等特定処遇改善加

算・介護職員等ベースアップ等支

援加算を除く）の１０００分の８３に相

当する額 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

請求単位数（介護職員等特定処遇改善加

算・介護職員等ベースアップ等支

援加算を除く）の１０００分の６０に相

当する額 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

請求単位数（介護職員等特定処遇改善加

算・介護職員等ベースアップ等支



援加算を除く）の１０００分の３３に相

当する額 

 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

請求単位数（介護職員処遇改善加算・介

護職員等ベースアップ等支援加算

を除く）の１０００分の２７に相当する額 

 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

請求単位数（介護職員処遇改善加算・介

護職員等ベースアップ等支援加算

を除く）の１０００分の２３に相当する額 

 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

請求単位数（介護職員処遇改善加算・介護

職員特定処遇改善加算を除く）の１０００

分の１６に相当する額 

 

※処遇改善加算は 6 月 1 日より従来の加算が以下の内容に 1 本化されます。 

 

介護職員等処遇改善加算 

請求単位数（介護職員処遇改善加算・介護

職員特定処遇改善加算を除く）の１０００

分の１４０に相当する額 

 

※前橋市は７級地に該当するため、介護給付費総請求単位に１０．１４を乗じた単位を介

護給付単位とする。 

※自己負担額は、上記介護給付単位の自己負担割合に応じた額とする。 

 

・介護保険対象外サービス利用料金 

・食費、居住費（日額） 

 食 費 居住費 

第一段階 ￥  ３００ ￥   ０ 

第二段階 ￥  ３９０ ￥ ３７０ 

第三段階① ￥  ６５０ ￥ ３７０ 

第三段階② ￥１，３６０ ￥ ３７０ 

第四段階 ￥１，４４５ ￥ ８５５ 

・管理費（日常費用支払い代行料） 

１日あたり ￥ １０ 

②その他 

特別食、行事参加費、等は別途料金がかかります。 

 

 

 

 

上記の内容について同意致しました。 

 

 

令和  年  月  日 

 

利 用 者 氏 名：                  印 

 

利用者ご家族氏名：                印 

 


